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給
食
食
材
購
入
費
の
負
担
軽
減

食
材
費
が
高
騰
し
て
も
、
質
を
下
げ

な
い
給
食
を
提
供
す
る
た
め
、
食
材
費

高
騰
分
を
一
般
会
計
か
ら
充
て
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、食
材
購
入
費
増
額
分
の

負
担
軽
減
を
図
り
ま
す
。
市
内
の
小
中

学
校
、こ
ど
も
園
、民
間
の
幼
稚
園
・
保

育
事
業
所
で
適
用
す
る
方
針
で
す
。

担
当
課　
学
校
給
食
課・こ
ど
も
園
幼
稚
園
課

燃
料
費
高
騰
等
対
策
支
援
給
付
金

燃
料
費
高
騰
の
影
響
を
受
け
て
い
る

市
内
事
業
者
に
、
令
和
３
年
11
月
か
ら

令
和
４
年
３
月
ま
で
に
購
入
し
た
燃
料

費
の
20
％
（
上
限
額
20
万
円
）
を
給
付

し
ま
す
。

対
①
と
②
の
両
方
を
満
た
す
事
業
者

①
市
内
に
本
店
ま
た
は
主
た
る
事
業

所
を
有
す
る
法
人
、
市
内
に
住
民
票

ま
た
は
主
た
る
事
業
所
を
有
す
る
個

人
事
業
主

②
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
５
号
の

指
定
を
受
け
た
業
種
を
営
み
、
事
業

継
続
し
て
い
る
事
業
者

申
９
月
30
日
（
金
）
ま
で
に
申
請
書
に

必
要
書
類
を
添
え
市
商
工
会
（
穂
高

５
０
４
７
）
へ
郵
送
に
て
ご
提
出
く

だ
さ
い
。
申
請
書
は
市
と
市
商
工
会

Ｈ
Ｐ
か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

提
出
書
類　
申
請
書
、燃
料
費
記
入
表
、

領
収
書
等
の
写
し

問
安
曇
野
市
商
工
会（
TEL
87
・
９
７
５
０
）

商
工
労
政
課（
TEL
71
・
２
０
４
１
）

９
３
９
１
５

ID

臨
時
特
別
給
付
金

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
、
１
世
帯

当
た
り
10
万
円
を
支
給
し
ま
す
。
た
だ

し
、
令
和
３
年
度
同
給
付
金
を
支
給
さ

れ
た
世
帯
（
支
給
対
象
と
な
っ
て
い
た

世
帯
を
含
む
）
は
除
き
ま
す
。

対
①
世
帯
員
全
員
が
、
令
和
４
年
度
住

民
税
非
課
税
で
あ
る
世
帯
。（
基
準

日
令
和
４
年
６
月
１
日
）

②
①
以
外
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響

を
受
け
て
令
和
４
年
１
月
以
降
に
家

計
が
急
変
し
、
①
と
同
様
に
世
帯
全

員
が
住
民
税
非
課
税
相
当
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
世
帯
。

※
い
ず
れ
の
場
合
も
、
他
の
住
民
税

が
課
税
さ
れ
て
い
る
者
の
扶
養
を
受

け
て
い
る
者
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い

る
場
合
は
対
象
外
。

●
支
給
を
受
け
る
に
は

①
対
象
世
帯
に
、
お
知
ら
せ
（
確
認

書
等
）
を
郵
送
し
ま
し
た
。
要
件
を

確
認
し
、
期
限
内
に
必
要
書
類
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

②
家
計
急
変
世
帯
に
つ
い
て
は
、
市

Ｈ
Ｐ
を
確
認
、
ま
た
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

期
①
の
世
帯
は
確
認
書
等
発
行
か
ら
３

カ
月
。

　
②
の
世
帯
は
9
月
30
日
（
金
）

問
福
祉
課
給
付
金
受
付
窓
口

TEL

71
・
２
５
０
０ 

８
５
４
８
７

ID

保
険
税
・
保
険
料
の
減
免

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
、
主
な

生
計
維
持
者
の
収
入
が
減
少
し
た
世
帯

の
皆
さ
ん
は
、
国
保
税
・
介
護
保
険
料

の
減
免
（
支
払
い
の
減
額
）
が
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
右
記
の
簡
易

フ
ロ
ー
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
７
月
中
旬
に
郵
送
し
た
納
税
通
知

書
・
納
入
通
知
書
を
確
認
の
上
、
前

年
分
の
収
入
が
確
認
で
き
る
書
類
と

今
年
の
事
業
収
入
等
の
見
込
額
の
根

拠
と
な
る
書
類
な
ど
を
用
意
し
、
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
市

Ｈホ
ー
ム
ペ
ー
ジＰ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
国
保
年
金
課

　
TEL

71
・
２
４
７
５　

６
２
９
１
５

ID

問
高
齢
者
介
護
課

　
TEL

71
・
２
４
７
２　

９
２
６
１
１

ID

特
に
配
慮
が
必
要
な
高
齢
者
や
障
が

い
者
な
ど
で
、
危
険
な
区
域
に
お
住
ま

い
の
人
を
対
象
に
、
避
難
時
の
宿
泊
費

と
し
て
１
泊
５
０
０
０
円
を
補
助
す
る

制
度
を
新
設
し
ま
し
た
。
対
象
者
の
概

要
、対
象
施
設
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

　
大
規
模
災
害
に
備
え
、
日
ご
ろ
か
ら

複
数
の
避
難
場
所
を
想
定
し
て
お
く
こ

と
が
大
切
で
す
。
避
難
先
の
一
つ
と
し

て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者
の
概
要

①
と
②
の
両
方
を
満
た
す
市
民

①
土
砂
災
害
警
戒
区
域
・
浸
水
想
定
区

域
・
災
害
被
害
地
域
の
居
住
者

②
身
体
障
が
い
者
手
帳
１・
２
級
、
療

育
手
帳
Ａ
１
、
精
神
障
が
い
者
福
祉
手

帳
１
級
の
所
持
者
、
要
介
護
度
３
～
５

の
認
定
者
、
妊
婦
や
乳
幼
児　
等

●
対
象
施
設

▼
ホ
テ
ル
紫
山
荘
（
豊
科
）

▼
穂
高
タ
ウ
ン
ホ
テ
ル
（
穂
高
）

▼
あ
づ
み
野
パ
ー
ク
ホ
テ
ル
（
穂
高
）

▼
ビ
レ
ッ
ジ
安
曇
野
（
豊
科
）

▼
フ
ァ
イ
ン
ビ
ュ
ー
室
山
（
三
郷
）

▼
ほ
り
で
ー
ゆ
～
四
季
の
郷
（
堀
金
）

制
度
の
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
い

た
だ
く
か
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
危
機
管
理
課

TEL 

71
・
２
１
１
９　

９
３
０
２
６

ID

注目情報１

燃
料
費
高
騰
・
新
型
コ
ロ
ナ
に
関
わ
る

給
付
金
と
減
免
の
ご
案
内

燃
料
な
ど
の
物
価
高
騰
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
拡
大
な
ど
、
国
内
経
済
は
不
安
定
な
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
市

で
は
、
事
業
者
や
市
民
の
生
活
支
援
と
し
て
、
給
付
金
の
支
給
や
減
免
（
支
払
い
の
減
額
）
を
行
い
ま
す
。

市政トピックス

市
内
事
業
者

子
育
て
世
帯

住
民
税
非
課
税
世
帯

国
保
・
介
護
保
険
加
入
者

要
配
慮
者
の
皆
さ
ん
へ

宿
泊
補
助
を
新
設

会社の都合による退職で、ハローワークにより雇用保険受給資格者証が発行され、「特別受給資
格者」または「特定理由離職者」に該当した人については、別の軽減の対象になります

【減免対象チェック簡易フロー】
はい いいえ

《要件》
新型コロナが原因で令和３年（前年）より
収入が減った

《要件 2》
新型コロナが死亡・重篤な傷病を負った
●死亡診断書や医師の診断書などが必要です

当該者は世帯主である

世帯主の年間所得が1,000万円以下である

上記（※）以外の世帯主の年間所得が400万円以下

減免できない 減免できる（全部もしくは一部）

世帯の年間収入（※）が前年比30％以上減少する見込みである
●生計が世帯主以外で維持されている場合は当該人物の収入
●新型コロナに伴う特別声楽給付金などは含まれません
※事業・不動産・山林・給与から得ている収入

国保税
減免のみ

国保税

新型コロナ その時打てるワクチンで 速やかに接種を！
（令和 4 年 7 月 8 日現在）

● １～４回目のワクチン接種は９月30日（金）まで　　　　
　接種希望者はお早めに接種をお願いします。
● ８月から武田社（ノババックス）製ワクチン接種を実施します
　【接種対象者】　①初回接種（1回目・2回目）満18歳以上

　　　　　　　　②追加接種（3回目）満18歳以上で2回目接種から6カ月経過した人
　【接 種 会 場】　石田医院（豊科）
　【予 約 方 法】　コールセンターへの電話予約のみ

詳細は、市HPまたはワクチン接種コールセンター（431・0606）に問い合
わせください。記事 91687ID

注目情報２

災
害
発
生
時
の
避
難
行
動

要
配
慮
者
へ
の
支
援
を

災
害
時
に
被
害
を
受
け
や
す
い
の
は
、
高
齢
者
や
子
ど
も
、
障
が
い

者
、外
国
人
な
ど
情
報
収
集
や
一
人
で
避
難
す
る
こ
と
が
難
し
い
方
々

で
す
。
地
域
で
助
け
合
い
、
一
丸
と
な
っ
た
支
援
を
お
願
い
し
ま
す
。

高齢者・乳幼児の場合
あらかじめ災害時
の支援者も決めて
おきましょう。でき
るだけ複数の人で
対応しましょう。

目の不自由な人の場合
「お手伝いしましょ
うか」とまず声をか
けてください。誘導
するときは、腕を貸
してゆっくりと歩く
よう心掛けましょう。

病気やけが人の場合
程度に応じて、声を
かける、肩を貸す、
手をそえる等の援
助をしましょう。

車いすを利用する人の場合
必ず誰かが付き添
うようにしてくださ
い。段差があるとこ
ろではゆっくり押す
などの対応をしま
しょう。

耳の不自由な人の場合
口頭で伝わりにく
いときは筆談で。
筆記用具がないと
きには、手のひらに
指で字を書く方法
もあります。

外国人の場合
孤立させないよう
に、日本語でもい
いので声をかけ
る。言葉が通じな
い場合は、身振り
手振りでも、表現
しましょう。

● 支援のポイント


